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鳥取県立関西ハローワークのオープンについて 
 

鳥取県では、大阪駅前第３ビル２２階の鳥取県関西本部内に「鳥取県立関西ハローワーク」を開

設します。 

 ついては開所式を下記のとおり開催しますので、お知らせします。 

 

※ 平成２８年５月に地方分権一括法が成立し、「国と同列の公的な無料職業紹介を行う地 

方版ハローワーク制度」が創設され、県立ハローワークを開設することとしました。 

     鳥取県立ハローワークは、関西ハローワークのほか、東京ハローワーク（東京都）、米 

子ハローワーク（鳥取県米子市）、境港ハローワーク（鳥取県境港市）の４箇所が、同時 

にオープンします。 

 

記 

 

１ 鳥取県立関西ハローワークの設置について 

 

（１）施設名称 鳥取県立関西ハローワーク 

 

（２）設置場所 〒５３０－０００１ 大阪市北区梅田１－１－３－２２００ 

大阪駅前第３ビル２２階の鳥取県関西本部内 

        電話 ０６－６３４１－３９５５ ファクシミリ０６－６３４１－３９７２ 

        Ｅメール kansai@pref.tottori.lg.jp 

 

（３）開所時間  平日（月曜～金曜） 午前８時３０分～午後５時１５分 

 

２ 開所式について 

 

（１）日  時 平成２９年７月３日（月）午前１０時～午前１０時１０分 

 

（２）場  所 鳥取県立関西ハローワーク（鳥取県関西本部内） 

 

（３）内  容 １０：００ 開会 

              挨拶（鳥取県関西本部長 伊藤 友昭） 

              看板除幕 

        １０：１０ 閉会 

 

３ 鳥取県立ハローワークの特徴（国のハローワークとの主な違い） 

 

○ 国のハローワークは、就職困難者を中心に支援するセーフティネット機能に主眼が置かれて

いますが、鳥取県立ハローワークでは、鳥取県が保有する鳥取県内企業の情報を活用し、求

職者・企業のきめ細かいマッチングを行います。 

○ 個々の就業希望に応じた求人開拓も行います。 

○ 鳥取県への移住・定住を考える方々にとって必要な就職情報や働く場の確保と合わせ、ふる

さと鳥取県定住機構と連携することでワンストップでサービスを提供します。 

○ 国のハローワークは、それぞれの管轄内での取組みが基本ですが、関西ハローワークでは、

鳥取県内の求人情報を基に直接職業紹介を行います。 


